
令和８年度 群馬県産科緊急支援事業給付金支給要綱 
 
（通則） 
第１条 令和 8 年度群馬県産科緊急支援事業給付金（以下「支援給付金」という。）については、

予算の範囲内において支給するものとし、群馬県補助金等に関する規則（昭和３１年群馬県規則
第６８号。以下「規則」という。）の規定によるほか、この支給要綱の定めるところによる。 

 
（支給の目的）  
第２条 支援給付金は、地域で子どもを安心して産み育てることができる環境を確保するため、厳

しい経営状況にある分娩施設を支援することを目的とする。 
 
（支援対象事業者等）  
第３条  支援給付金の支給対象者は、第６条第１項に定める申請書を知事に提出する日現在にお

いて分娩を取り扱い、かつ分娩を中止又は休止する予定のない病院及び診療所とする。 
２ 前項の支給対象事業者は、自法人の役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合に

はその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう）及び被雇
用者が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。 

（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号第２条第
２号）に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２） 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 
（３） 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者 
（４） 暴力団員によりその事業活動に実質的な関与を受けている者 
（５） 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 
（６） 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴

力団員の維持又は運営に協力し、又は関与している者 
（７） 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者 
（８） 暴力団員と密接な交友関係を有する者 
（９） 出入国管理及び難民認定法による不法就労者 
（１０）出入国管理及び難民認定法による不法就労を助⾧する者 
 
（支給額の算定方法）  
第４条 支援給付金の支給額及び支給上限額は、次の各号に掲げるとおりとする。 
（１） 支給額 

令和７年度中に取り扱った分娩件数に 50 千円を乗じた額 
なお、分娩件数は胎児の数につき 1 件を数えるものとし、妊娠 22 週以降の死産を含むもの

とする。 
（２） 支給上限額 

１施設あたり分娩 500 件分（25,000 千円） 
 
（支給申請期間） 
第５条 支給申請期間は、別途群馬県知事が定める期間とする。 
 
（支給の申請方法）  
第６条 支援給付金の申請を行う事業者（以下「申請事業者」という。）は、第１号様式による申

請書に関係書類を添えて、前条に定める期間に知事に提出するものとする。 
２ 申請事業者は施設単位で申請するものとする。  
 
 



（支給の決定等） 
第７条 知事は、提出された申請書について、記載漏れ、表示の錯誤等がないか点検し、適正なも

のであると認めた場合はこれを受理する。 
２ 知事は、受理した申請書について、本支給要綱に基づき審査し、適正であると認められるとき

は、支援給付金の支給を決定するものとする。 
３ 知事は、前項により支援給付金の支給を決定したときは、申請事業者に対して、令和８年度群

馬県産科緊急支援事業給付金支給決定通知（第２号様式）により通知するものとする。 
４ 知事は、支援給付金の支給決定を行ったときは、支給決定額を申請事業者が指定した金融機関

の口座に速やかに振り込むものとする。 
 
（支給決定の取消） 
第８条 第 6 条第 1 項の申請に当たり、錯誤、虚偽又は不正があった場合は、知事は第 7 条第 2 項

の決定を取り消すものとする。 
 
（支援金の返還） 
第９条 支援給付金の支給を受けた事業者は、支援給付金の支給決定が取り消されたときは、当該

取消しに係る支援給付金を知事の定める期間内に返還しなければならない。 
 
（雑則） 
第１０条 この支給要綱に定めるもののほか支援給付金の支給について必要な事項は、その都度知

事が定めるものとする。 
 

 
附 則  

 
（施行期日）  
１ この要綱は、令和８年６月 22 日から施行する。 


